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山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

山
梨
県
行
政
文
書
管
理
規
程
（
平
成
十
八
年
山
梨
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

第
十
五
条
第
四
項
中
「
主
任
者
」
を
「
者
（
以
下
「
主
任
者
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
第
一
項
中
「
と
き
は
、
」
の
下
に
「
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書
管

理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
当
該
意
思
決
定
の
た
め
の
審
査
に
必
要
な
文
書
等
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
二
十

二
条
第
九
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い
う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三

項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
起
案
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
添
付
文
書
管
理
票
（
第
三
号
様
式
）
に
添

付
す
る
も
の
と
す
る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
行
政
経
営
管
理
課
長
が
別
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合

二　

山
梨
県
財
務
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
支
出
負
担
行
為
伺
い
、
同
規
則
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
支
出
命
令
書
、
同
規
則

第
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
物
品
要
求
書
若
し
く
は
同
規
則
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
物
品
修
繕
要
求
書
で
あ
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
文
書
に
添
付
す
る
文
書
で
あ
る
場
合

で
あ
っ
て
、
円
滑
な
事
務
処
理
の
た
め
紙
文
書
の
ま
ま
回
議
す
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
と
し
て

行
政
経
営
管
理
課
長
が
別
に
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
場
合

三　

特
定
個
人
情
報
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関

す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七
号
）
第
二
条
第
八
項
の
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。
第

二
十
八
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他

秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器

に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で
取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
十
八
条
第
四
項
中
「
第
二
項
の
」
を
「
第
一
項
の
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
文
書
管
理
者
が

事
務
処
理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
審
査
を
行
う
者
若
し
く
は
決
裁
権

限
を
有
す
る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害

等
に
よ
り
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
起
案
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で

あ
る
場
合
」
を
「
直
ち
に
意
思
決
定
が
必
要
な
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
項
」
を
「
第

一
項
」
に
改
め
る
。

第
十
九
条
中
「
起
案
文
書
」
を
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
起
案
し
た
行
政
文
書
（
以
下
「
起
案
文
書
」
と
い
う
。
）
」
を
「
起
案
文

書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
二
号
中
「
（
昭
和
三
十
九
年
山
梨
県
規
則
第
十
一
号
）
」
を
削
り
、
同

条
第
八
項
中
「
第
十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
り
、
同

条
第
十
項
中
「
紙
文
書
で
あ
る
」
を
「
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ

り
作
成
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
作
成
し
」
の
下
に
「
、
法
令
に
特
別
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
文
書

管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
、
供
覧
す
る
文
書
等
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
添
付
文
書
」
と
い

う
。
）
を
添
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2　

前
項
の
規
定
に
よ
る
供
覧
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
添
付
文
書
が
文
書
又
は
図
画
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
添
付
文
書
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
り
電
磁

的
記
録
を
作
成
し
、
こ
れ
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
添
付
文
書
が
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
添
付

文
書
は
、
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
作
成
し
出
力
し
た
供
覧
用
紙
（
第
十
号
様
式
）
に
添
付
す
る
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も
の
と
す
る
。

一　

文
書
又
は
図
画
で
あ
っ
て
、
電
磁
的
記
録
に
よ
り
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
か
つ
、
当
該
文

書
又
は
図
画
を
ス
キ
ャ
ナ
に
よ
り
読
み
取
る
方
法
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
方
法
に
よ
る
電
磁
的
記

録
の
作
成
の
た
め
に
多
大
な
作
業
を
要
す
る
も
の
と
し
て
行
政
経
営
管
理
課
長
が
別
に
定
め
る
場

合
に
該
当
す
る
場
合

二　

特
定
個
人
情
報
、
租
税
の
賦
課
又
は
徴
収
に
関
す
る
情
報
そ
の
他
秘
匿
性
が
高
い
も
の
と
し
て

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
及
び
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
接
続
さ
れ
て
い
る
機
器
に
は
接
続
で
き
な
い
環
境
で

取
り
扱
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
情
報
を
含
む
場
合

第
二
十
八
条
第
四
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
第
二
項
」
を
「
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号

中
「
文
書
管
理
者
が
事
務
処
理
の
効
率
化
等
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
」
を
「
供
覧
を
受
け

る
者
が
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
を
使
用
で
き
る
環
境
に
な
い
場
合
又
は
シ
ス
テ
ム
障
害
、
災
害
等
に
よ
り

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
が
利
用
で
き
ず
」
に
、
「
供
覧
し
よ
う
と
す
る
行
政
文
書
が
紙
文
書
で
あ
る
場

合
」
を
「
直
ち
に
供
覧
す
る
必
要
が
あ
る
場
合
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
」
を
「
第
一
項
に
規
定
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
中
「
紙
文
書
で
あ

る
」
を
「
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
作
成
さ
れ
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
七
項
を
同
条
第
六
項
と
す
る
。

第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
二
十
号
様
式
及
び
第
二
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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